
平成２４年度臨時総会議案書

於：宇部フロンティア大学（山口県宇部市） 日時：2013年2月16日（土）14

時より

第一号議案 平成２４年度（第20期）活動中間報告（運営委員会・各委

員会・第19期残余期を含む）

第二号議案 平成２４年度（第20期) 活動計画案 (運営委員会・各小委

員会・第48回大会)

第三号議案 平成２４年度（第20期) 収支予算案

第四号議案 会則第１２条改定案
第12条（運営委員）運営委員は、会員を代表して本学会の事業運営の責任を負い、運

営委員会を構成する。 運営委員は､学会運営についてのすべての情報を得ること

ができ､担当者は運営委員から請求があれば開示しなければならない ＜旧；第12

条（運営委員）運営委員は、運営委員会を構成し、本学会の事業運営の責任を負う。

＞

第五号議案 会則第１３条改定案
第13条（運営委員の決定、定数） 運営委員は本学会が、自主的に立候補し、同時に

立候補理由を表明し、総会において運営委員の任務を遂行する意志を相互理解するた

め討論をつくしたのちに、決定される。定数は特にこれを定めない。 なお立候

補表明は、総会に先んじる一定期間内に監事が選任する選挙管理委員会宛てに､文書

で行う。 ＜旧；第13条（運営委員の決定、定数）運営委員は本学会員が、自主的

に立候補し、同時に立候補理由を表明し、総会において運営委員の任務を遂行する意

志を相互理解するため討論をつくしたのちに、決定される。なお、原則として、立候

補表明は、総会に先じる一定期間内に運営委員会が委任する選挙管理委員会あて文書

で行う。選挙管理委員会は、それを機関誌、紙上で会員に周知徹底させる。 定数

は特にこれを定めない。＞

第六号議案 会則第１４条改定案
第14条（選挙管理委員）選挙管理委員は､他の諸機関から独立した選挙管理委員会を

構成し、選挙の実施に掛かる業務を行なう。選挙管理委員会は､すべての会員が対等

の立場から､平等に選挙に臨めるよう計らわねばならない。

第七号議案 会則追加案 新たに第１０章として、運営の情報公開第３

０条（運営の情報公開）の追加。 第10章 運営の情報公開 第30条（運営

の情報公開）運営委員会の会務については、活動内容の逐次報告および議事決定後速

やかに決定内容を会員に通知する。会員から情報公開の請求があった場合、事務局長

が運営委員会に逐次諮る。個別の事情に則して、運営委員会で、公開の可否とその条

件・方法を審議し決定する。非公開とする内容については、その理由を会員に告示す

る。 【第１０章以下を、一つずつ繰り下げ。】



第八号議案 会則第１０章（第七号議案承認の場合には第１１章）改訂

案
第11章 会則の変更 第31条（会則の変更）本学会の会則は、総会において出席者

の3分の2以上の賛成を得ることにより改定される。 ＜旧；第10章 会則の変更

第29条（会則の変更）本学会の会則は、総会において、その出席者の3分の2以上の賛

成を得なければ、改正をすることが出来ない。＞

第九号議案 学会ロゴを作成並びに制定することの可否について
※資料は当日に配布および議場にて映写掲示します。

※議決権行使書（各議案の賛否を明示してください。理由等を付記できます。ことに

反対の場合には、必ずその理由を明確に記述し、対案の提示をお願いします。）また

は委任状（出席者一名につき一名の委任が可能です。）は、確実に出席される会員が

持参し、議事開始前に議長にご提出ください。


